
 

 

八王子市高齢者計画・第 10 期介護保険事業計画の策定について 

 

１ 議題趣旨 

 八王子市高齢者計画・第 10 期介護保険事業計画（令和 9年度～令和 11 年度）の策

定に着手するにあたって、国の動向や計画策定スケジュールについて報告する。 

また、計画策定にあたっての社会福祉審議会での意見聴取の方法についてご意見を

求める。 

 

２ 高齢者計画・介護保険事業計画について 

介護保険制度は３年を１期とするサイクルで事業運営を行っている。介護保険法で

は、今後の介護サービスの需要見込み等を踏まえたサービス供給体制の確保に関する

計画として、３か年を計画期間とした「市町村介護保険事業計画」の策定が求められ

ている。また、老人福祉法では、介護保険外の事業も含めた老人福祉事業の供給体制

の確保に関する計画として「市町村老人福祉計画」の策定が求められている。 

本市においては、両計画を一体的にして、高齢者行政全般にわたる事業の方向性や

取り組みを記載した計画として「高齢者計画・介護保険事業計画」を策定している。 

 

３ 第 10期介護保険事業計画に関する国の動向 

 （１）社会保障審議会介護保険部会 

   令和 6年（2024 年）12 月より、第 10期介護保険事業計画に向けた議論を開

始。主に次の５点を検討事項としている。 

① 地域包括ケアシステムの推進 

（多様なニーズに対応した介護の提供・整備、医療と介護の連携、経営基盤の強化） 

② 認知症施策の推進・地域共生社会の実現（相談支援、住まい支援） 

③ 介護予防・健康づくりの推進 

④ 保険者機能の強化（地域づくり・マネジメント機能の強化） 

⑤ 持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善 

（介護現場におけるテクノロジー活用と生産性向上） 

 

（２）2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ 

（令和７年（2025 年）7月 25 日策定） 

厚生労働省における「 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討

会」における全９回の議論を経て策定された。65 歳以上人口がピークを迎える

2040 年に向けて、今後必要となるサービス提供体制の構築に向けた課題・基本的

な考え方・方向性などが示されている。 

   別添「資料２-２」参照 

資料２-１ 

令和７年（2025 年）11 月 13 日 

八 王 子 市 社 会 福 祉 審 議 会 

高 齢 者 福 祉 専 門 分 科 会 

高 齢 者 い き い き 課 



 （３）今後について 

  令和８年（2026 年）２月～３月に、介護保険部会の議論を踏まえた第 10 期計画

に向けた基本指針（案）の構成や、基本的な考え方が提示される見込み。 

  基本指針（案）は、７月に自治体に提示される見込み。 

 

 

４ 本市の計画策定スケジュール（予定） 

 令和７年 12 月～令和８年 3月   

計画策定にあたって各種アンケート調査を実施 

調査名 対象者 調査概要 

①介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査 

市内在住の65歳以上で要介護認定を

受けていない方 

要介護状態になる前の高齢者の

リスクや社会参加状況を調査 

②在宅介護実態調査 市内在住の65歳以上で在宅生活をし

ている要支援・要介護認定を受けて

いる方のうち、申請・区分変更申請

に伴う認定調査を受ける(受けた)方 

本人・家族が無理なく在宅生活

を続けるためのサービスのあり

方を考えるため、生活の状況や

課題を調査 

③市民意識調査 市内在住の18歳以上の方 

 

介護や認知症等に関する市民全

般の意識を調査 

※その他、令和８年度前半までに、介護事業所調査、在宅生活改善調査（ケアマネジ

ャー調査）等の調査を実施予定 

 令和８年 4月～ 

    ・策定作業が本格的に開始 

    ・計画策定に向けて社会福祉審議会において意見聴取開始 

 令和８年 12 月～1月頃 

    計画の素案について、パブリックコメント手続きを実施 

 令和９年 3月 

    計画を策定 

 

５ 社会福祉審議会における意見聴取について 

（１） 第９期計画策定にあたっての意見聴取の方法 

  高齢者福祉専門分科会の下に、「高齢者計画・介護保険事業計画策定部会」が設置

をされている。第９期計画の策定にあたっては、計画策定部会において全７回の会

議を開催して議論を行った。 

 

ア 回 数：全７回（R４年度１回・R５年度６回） 

イ 委員数：１７名  

 

  



（２） 第 10 期計画にあたっての意見聴取方法（検討中） 

第 10 期計画の策定にあたっては、計画策定部会ではなく、高齢者福祉専門分科会

本体において審議をお願いすることを検討している。 

＜理由＞ 

 ＊計画策定部会と分科会本体について、委員構成の大半が重複している。 

 ＊皆様の分科会委員として２か年にわたる審議の知見を、新たな計画の策定に活

かしたい。 

 ＊分科会と統合することで会議数を減らし、運営に係る費用・事務負担の軽減を

図りたい。 

 

【参考】計画策定部会と分科会の委員構成比較 ※太字ゴシックは異なる箇所 

 

 

 

 

 

 

  

計画策定部会【第９期計画時】１７名 高齢者福祉専門分科会【現在】１５名 

学識経験者 ２名 

 （東京都立大学） 

 （東京都健康長寿医療センター） 

学識経験者 １名 

 （東京都立大学） 

福祉関係者 ４名 

 八王子市民生委員児童委員協議会 

 八王子市社会福祉協議会 

 八王子市地域包括支援センター長会 

 認知症家族介護者の集い 

福祉関係者 ２名 

 八王子市民生委員児童委員協議会 

 八王子市社会福祉協議会 

保健医療関係者 ３名 

 八王子市医師会 

 東京都八南歯科医師会 

 八王子薬剤師会 

保健医療関係者 ３名 

 八王子市医師会 

 東京都八南歯科医師会 

 八王子薬剤師会 

介護保険サービス事業者 ３名 

 八王子介護保険サービス事業者連絡協議会 

 八王子施設長会 

 八王子介護支援専門員連絡協議会 

介護保険サービス事業者 ３名 

 八王子介護保険サービス事業者連絡協議会 

 八王子施設長会 

 八王子介護支援専門員連絡協議会 

地域関係者 ２名 

 八王子市町会自治会連合会 

 八王子市シニアクラブ連合会 

地域団体の代表者 ２名 

 八王子市町会自治会連合会 

 八王子市民活動協議会 

高齢者団体の代表者 １名 

 八王子市シニアクラブ連合会 

介護保険料額を負担する事業主 １名 

 八王子商工会議所 

公募市民 ３名 

 被保険者（２名） 

 ３９歳以下（１名） 

公募市民 ２名 



 

（３）今後の予定（検討中） 

ア 臨時委員の委嘱について 

  地域包括支援センターの職員、認知症当事者の方々の関係者など、計画策定に

あたって特にご意見を伺いたい方については、臨時委員として追加で委嘱する。 

 

 イ 計画策定部会の廃止について 

   令和７年度第４回高齢者福祉専門分科会において、「高齢者計画・介護保険事

業計画策定部会」の廃止について付議し、決議を求める。 

 

 ウ 令和８年度の分科会審議 

   令和８年度は高齢者福祉専門分科会を全６回（調整中）開催し、計画策定に

かかる内容を中心に審議する。 

 

【参考】第９期計画策定部会の審議内容 

  

 日程 内容 

第１回 令和５年２月 15日 ① 高齢者施策のこれまでとこれから 

② 第９期計画の方向性について 

第２回 令和５年４月 26日 ① 各種調査の結果について 

② ワーク「計画で目指す未来」 

第３回 令和５年７月 12日 ① 第２回計画策定部会ワーク結果と基本理念・柱案 

② ワーク「個別ロジックモデル（論理体系図）」 第４回 令和５年８月９日 

第５回 令和５年９月 26日 ① 国の基本指針と計画での対応方針 ② 評価指標 

③ 施策をまたぐ重要テーマ ④ 施設整備方針 

第６回 令和５年 11 月７日 ① 介護サービス見込量等の試算結果 

② 計画の素案 

第７回 令和６年２月 27日 ① パブリックコメントの結果 

② 素案からの計画の変更点 

③ 第９期介護保険料 

④ 各委員の第９期計画への思い 

 


